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研究成果の概要（和文）：　福祉政策における当事者参画が進み、特に障害者政策では障害当事者のNPO・NGOの
政策参加の進展がめざましい。欧米先進国では当事者のNPO・NGOの参画の仕組みが整い、障害種別を超えたネッ
トワークがアドボカシーの成果をあげている。日本や韓国では、国内の政治状況に素早く対応し障害種別や理念
の違いを越えた当事者のNPO・NGOの現実的な戦略により政策参加が進んできた。
　一方、市民活動やNPO・NGOの法的基盤が弱いアジア諸国では、欧米諸国のNGO・DPOとのネットワーキングや開
発援助の枠組み、国連障害者権利条約の批准という国際協調をふまえた国内外の連携戦略が国内のアドボカシー
進展の鍵となっている。

研究成果の概要（英文）：NPO/NGO of or for disabled people in Western countries have actively 
participated in policymaking regardless of the welfare regime typology from the 1980s at the latest;
 governments bring their advocacy work into the process of policymaking and incorporate it more or 
less. 
In order for NPO/NGO of or for disabled people in Asian countries where political systems are not 
always democratic, to form NPO/NGO and participate in policymaking, it will be neccessary to 
establish special conditions. That is,networking with no differentiation according to type of 
disability, as well as the importance of strategies devised with the political situation in mind. In
 particular, making the most of the pressure for international cooperation through measures such as 
the ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities is 
necessary for reforming the welfare systems and enabling networking among NPO/NGO of or for disabled
 people. 

研究分野： 社会学
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令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　欧米先進国で発展してきた障害者政策における当事者参画の理念と体制は、国連障害者権利条約に結実し、国
際的なモデルとなっている。アジアをはじめとする発展途上国の障害当事者にとってこれは、国内の障害者政策
への当事者参画を強力に後押しエンパワーするものである。一方で、経済的・社会的に格差が大きい状況におか
れているそれぞれの国や地域の当事者を包摂しアドボカシーを進展させるためには、先進国をはじめとする国際
社会の支援や関与が求められるが、普遍的な人権理念に依拠しつつも、各国や地域の体制をふまえた現実的で多
様な支援方法が必要であることを提示した。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
(1) 福祉分野では様々な支援ニーズをもち福祉サービスを利用する当事者自身が、サービス決
定に参画し自らのニーズを反映させるアドボカシーが求められるようになってきた。障害者政
策分野では特に当事者参画とアドボカシーの進展が顕著である。同じニーズを共有する当事者
による団体（多くはいわゆる NPO、NGO）が形成され、それぞれの地域や国の福祉政策に対
して様々な主張を行い、影響を及ぼすようになってきた。欧米各国では特に、こうした NPO・
NGO の政策参加の体制が整えられ、活動が公的資金によって支えられる面も大きく、政府と
強調したり対抗したりしながらも役割を果たしてきた。 
 
(2) この潮流は 2006 年に採択された国連障害者権利条約の採択を契機として、世界的な広がり
をみせている。条約採択までの各国・地域の障害当事者の NPO、NGO（特に Disabled People’s 
Organizations を呼ばれる、以下 DPO と略す）の運動については様々な記録があり、”Nothing 
About Us Without Us”をスローガンとして国や地域、障害種別を乗り越え交渉が進められたプ
ロセスが明らかになっている。一方で当事者参画やアドボカシーの進展の現れ方や発展の度合
いは、国や地域によって様々である。たとえばアジアに関しては、国連の障害者権利条約の批
准を契機として、障害者法制の整備が進みつつあるが、その内容や当事者参画の発展には国に
よって大きな違いがあり、また NPO・NGO の活動の法的基盤整備も大きく異なる。このよう
な視点からの当事者参画に関するアドボカシー研究は進んでいない。従って、 
① 欧米各国の NPO・NGO はどのようなアドボカシー戦略によって政策参加を可能にし影響
力を行使するようになったのか、 
② 一方で NPO・NGO を通した当事者参画を可能にするような体制が近年、整備された、あ
るいはそのような制度的基盤が非常に弱い国や地域では、どのようにして当事者参画やアドボ
カシーは可能となるのか、 
について比較調査し、より普遍的な当事者参画とアドボカシーの条件を検討する本研究を着想
した。 
 
２．研究の目的 
(1) 福祉領域で活動する NPO・NGO がもつ多様な機能のうち当事者の権利擁護と政策への参
加を推進しようとするアドボカシー機能について、障害者政策を具体的な領域とし、欧米・日
本に加えて NPO・NGO の活動基盤の形成が必ずしも十分ではなく既存研究が少ないアジア及
び発展途上国における現状との比較をふまえて、当事者参画の現状と課題を検討することを目
的とする。そして欧米とは政治的基盤の異なるアジアおよび発展途上国における当事者参画の
発展に必要な条件を提示する。 
 
(2) 具体的には、NPO・NGO の成立基盤、障害者政策の進展と NPO 特に DPO の関与のプロ
セスとの連関、NPO と政府との関係性、DPO と障害をもつ当事者との関係性について、現地
調査を行いデータを収集する。そしてその結果をもとに、様々な福祉ニーズをもつ当事者の主
体的な社会との関わり方を保障するための、福祉領域の NPO の課題とより望ましい発展の方
向性を明らかにする。 
 
３．研究の方法 
アドボカシー機能をもつ福祉 NPO・NGO として、近年、障害者政策形成に大きな役割を果

たしている障害当事者団体 Disabled People's Organization（DPO）の活動に焦点を当てて、
以下のように研究を行う。 
(1) 欧米各国と日本の DPO の形成、活動と障害者政策の進展との関連について、エスピン‐ア
ンデルセンが先進諸国の社会保障の特徴をふまえて提示した福祉レジームの類型に基づいて、
社会民主主義レジームに分類されるフィンランド、自由主義レジームに分類されるアメリカ合
衆国、保守主義レジームに分類されるドイツ、日本を中心に、障害者政策の歴史、DPO の形成
と運動の発展、政府との関係と参画のあり方を文献調査と DPO へのインタビュー調査から分
析し、DPO の政策形成への参加を促進する背景と条件について考察する。 
(2) アジアの韓国、ベトナムに関して文献調査と DPO へのインタビュー調査を行い、その結果
を分析して、特に発展途上国の障害者政策や DPO への先進国の支援という視点から課題を検
討しアドボカシーの進展を促す条件を考察する。 
 
４．研究成果 
(1) 2014 年度にはエスピン－アンデルセンの福祉レジーム類型に基づく欧米各国の DPO のア
ドボカシー活動の比較を行う中で、社会民主主義型に属する北欧のフィンランドの状況を検討
した。フィンランドは他の北欧諸国と同様に、障害者政策や当事者運動、NPO・NGO の制度
的な活動基盤が発展しているが、国連障害者権利条約についてはこの時点でまだ批准していな
かった。批准に向けた国会への法案上程に係る議論の論点や障害当事者運動の動向などを現地
で調査した結果、条約の理念を厳格に体現化することに関係者間で大きな異論はないことがわ
かった。一方、それゆえの細部の検討と法案審議の遅れがあり、社会民主主義型における合意
形成の課題が明らかになった。 



(2) 先のフィンランドでの現地調査時にはヘルシンキ大学の研究協力者と、フィンランド国内
およびアジア・アフリカの発展途上国における当事者運動や DPO の動向について情報交換を
行った。 
 2015 年度にはこの情報交換をもとに、障害者政策分野におけるアドボカシーに関して比較検
討する公開研究会を、金沢大学サテライトプラザおよび金沢大学角間キャンパスで 2 日間にわ
たって開催した。フィンランドでは DPO が 1990 年代末以降に障害種別を超えたフォーラムを
形成して、障害者政策への発言力を高め政策担当者との対話が進み、国連障害者権利条約批准
に向けた合意形成にも大きな役割を果たしたことが示された。またアジア、アフリカの発展途
上国の障害者支援を通じて見出された「経験に基づく人権アプローチ」に関して検討を行った。
研究会には地域の研究者、学生、障害者福祉に関わる支援職、障害当事者など様々な立場の市
民の参加があった。その成果は公開研究会報告書としてとりまとめた。 
 
(3) 2015 年度にはまた、アジアにおける障害者政策分野のアドボカシーに関して、韓国の DPO、
国家人権委員会、障害者福祉研究者などにインタビュー調査を行い、DPO 発展の経緯と戦略に
ついて情報を得るとともに、DPO によるアドボカシーと国家による権利擁護制度の関連につい
て情報を得た。 
 
(4) 2016 年度には、社会民主主義型の北欧で国連障害者権利条約を早い段階で批准したスウェ
ーデンの障害当事者運動と DPO に関する調査を行い、フィンランドの状況と比較した。また
フィンランドは 2016 年 5 月に国連障害者権利条約を批准したので、2014 年度の現地調査での
情報もふまえ、障害種別を超えた DPO のフォーラムの役割を再確認した。これらの知見は、
エスピン＝アンデルセンの福祉レジーム論に基づいてこれまで研究してきた欧米と日本の障害
者政策と当事者団体によるアドボカシーの分析をまとめた論文 Comparative Study on 
Successful Advocacy Work to Develop the Participation of Disabled People（Bulletin of the 
Faculty of Human Sciences, Kanazawa University, vol.8・9, pp.30-43）として発表した。 
 
(5) 2016 年度にはアジアに関しては、前年度の韓国での現地調査と資料収集をもとに日本と韓
国の比較を行い、The 5th Annual Conference of European Society for Disability research
（2016/07/01, Stockholm University, Sweden）にて“Universal and special conditions for 
advocating disability rights: from the experiences of Japan and Korea”として発表した。さ
らに、近年、著しい経済発展のもと社会福祉分野の諸制度を整え、2015 年 2 月に国連の障害
者権利条約を批准したベトナムについて、文献および HP 等インターネットで情報収集を行う
とともに、ハノイにて DPO、政府担当者、民間福祉団体などにインタビュー調査を行った。 
  
(6) 2017 年度には、DPO の形成や活動の伸長が目覚ましいアジアに関するこれまでの文献調査
と韓国、ベトナムにおけるインタビュー調査をもとに、海外の DPO や NGO の支援やネット
ワークを活用して国内の政策形成により影響力をもとうとする戦略について、日本社会学会第
90 回大会、2017/11/04、東京大学本郷キャンパス（東京都）にて「 障害者政策における当事
者参画進展の条件─日本・韓国・ベトナムを事例として─ 」と題して発表を行った。 欧米福
祉国家間の比較研究によって提起されたエスピン=アンデルセンの福祉レジーム論を意識しつ
つも、その前提となる資本主義や民主主義といった社会体制を必ずしも共有しない国々を含む
アジアを中心に検討し、アドボカシーの国際比較研究において開発援助や国際協調の枠組みの
影響を検討する必要性を指摘した。 
 
(7) 2018 年度には、これまでの研究をまとめ以下の結論を得た。 
①長い障害者運動の蓄積を経て 2009 年の政権交代を機に、障がい者制度改革推進会議の設立
によって DPO が政策参加へのフォーマルな基盤を確立した日本と、民主化運動や市民運動を
源流とする DPO が、2000 年代に障害者福祉に関わる政策課題ごとに「連帯」を形成して法制
化を実現させてきた韓国の事例から、国内の政治状況に素早く対応し障害種別や理念の違いを
越える DPO の現実的な戦略が重要である。日本では 2016 年に相模原市の障害者施設で元職員
による入所者殺傷事件が起こり、障害者の社会的包摂が未だ不十分ななかで、施設から地域へ
という障害者政策改革のあり方をめぐる立場の違いを乗り越えて DPO が連携する必要性が増
加している。 
②社会主義体制下で国内での DPO の結成や海外 NGO の活動に制限がありつつも、近年、DPO
のアドボカシー活動の伸長が著しいベトナムの事例から、アジアにおける NPO・NGP のアド
ボカシーの発展には、開発援助の枠組みと国連障害者権利条約の批准という国際協調をふまえ
た国内外の連携戦略が重要である。 
③福祉国家形成に関して欧米諸国に対して後発とされ、市民活動や NPO の法的基盤の整備の
状況に差の大きいアジア各国の DPO のアドボカシー活動にとって、欧米諸国の NGO や DPO
とのネットワーキングは重要だが、経済的・社会的に格差が大きく様々な状況におかれている
当事者を包摂して活動を進展させるモデルとなりうるか、支援をどのように取り入れるべきか
は、新たな課題である。 
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